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研究成果の概要（和文）：　国際法上の賠償法理について、完全賠償法理の内容を明らかにした。1920年代に形成され
た基礎法理では、「懲罰性」を基盤とした賠償法理が形成されたが、その後、国連国際法委員会の国家責任条文の法典
化作業において、「均衡性」を基盤とした賠償法理へと転換が図られている。また、こうした転換は、近年の自由貿易
協定や投資協定における賠償規定にも取り入れられている。同時に、国際判例（主に国際投資仲裁）においても柔軟な
賠償判断が行われている。

研究成果の概要（英文）：　As to the principle of damages under international law, this research clarified 
its content. Basic principle, established in the early 1920's, was based on the notion of "punition", 
while the ILC's codification work has made a profound change on it by adopting the principle based on the 
notion of "proportionality". This change is reflected in the articles of FTAs and BITs. At the same time, 
this change can be seen in the investment arbitration which make flexible findings on damages in the 
recent case law.

研究分野： 国際法
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１．研究開始当初の背景 
 本研究の開始当初、国際法における賠償法
理についての包括的な研究成果はまだ見ら
れない状況であった。特に欧米系の研究者は、
数多くの国際判例を渉猟した分析結果をま
とめていたが、その分析対象の広さ故に、逆
に国際法上の賠償法に関する一般法理は存
在しない（従ってケースバイケースの判断が
下される）という結論が示されていた。実際
に、国際裁判の判例を幾つか見るだけでも、
そこに統一的な賠償法理を見出すのは極め
て困難な状況であった。特に問題となるのは、
損害概念が多様であり、類似の概念が数多く
用いられるにもかかわらず、判例毎に意味内
容が異なっている点である（間接損害、付随
損害、精神的損害、法的損害など）。賠償法
理に関する判例は、戦間期の混合仲裁（戦後
賠償を処理するために設置された数多くの
仲裁裁判で個人の損害賠償請求を扱ったも
の）に由来するが、その段階でも関連概念の
統一的な理解を見出すのは困難である。こう
した背景から、戦後（1945 年以降）の判例
の発展を分析することが必要不可欠という
状況であった。ただし、注意すべき点として、
先行研究と同じように国際判例を広く分析
したとしても、そこに単一の適用原理を見出
せると考えるのは危険であり、むしろ現代国
際法上の賠償法理の柔軟性（いかなる賠償判
断をも導くことができるという意味で、判断
者の裁量に近い）をどのように位置づけるべ
きかという問題意識が必要である。 
 
２．研究の目的 
(1) 本研究の目的は、国際法上の損害賠償法
理の基礎概念である「完全賠償原則」の形成
背景を分析し、その理論的根拠を明らかにす
ることである。1928 年のホルジョウ工場事
件判決で形成された完全賠償原則（与えた損
害をすべて払拭する義務があるという）の意
味するところは、今日、広く国際判例で引用
されているが、なぜそのような判断が求めら
れるのか、さらに原状回復が優先的に適用さ
れるべき根拠も明らかにする必要がある。 
(2) 上記で見た「完全賠償原則」自体は今日
でも通用する一般原則であるが、その実現方
法については大きな変遷が見られる。すなわ
ち、原状回復を一義的な賠償手法とするとい
う判断は固定的には捉えられておらず、極め
て柔軟に用いられている（すなわち、金銭賠
償による代替が行われている）。さらに、こ
うした傾向を裏付ける判断として、国連国際
法委員会（ILC）における国家責任法の法典
化作業が挙げられる。そこでは、完全賠償原
則が維持された上で、原状回復、金銭賠償、
精神的満足を柔軟に組み合わせた損害賠償
が求められるに過ぎない。そこで、次に検討
すべき問題は、ILC の考える損害賠償法理の
位置付け及びその背景である。 
(3) 近年の国際投資法における損害賠償算定
手法の分析である。国際法上、金銭賠償を実

際に行っているのは、主に国際投資仲裁であ
り、国際司法裁判所や国際海洋法裁判所にお
いては判例蓄積が遅れている。そのため、実
際の算定方法やその背景にある賠償法理を
明らかにするためには、大量の判例を生み出
している投資仲裁の判断例を分析する必要
がある。この分析は 2 つの側面を有する。1
つは、実践的な賠償判断の傾向を明らかにし、
そこに理論的な背景を見出すという点であ
る。他方で、第 2 に、こうしたアド・ホック
の仲裁判断をどこまで一般法理の中に位置
づけられるのか、という問題がある。すなわ
ち、仲裁判断を分析対象に入れることにより、
伝統的な欧米系学説が陥った問題（賠償判断
は結局、ケースバイケースに過ぎないという
結論）を引き起こす危険がある。この点こそ
が、一般法理としての賠償法理を明らかにす
るのが困難となる原因であると考えること
ができる。 
 
３．研究の方法 
(1) 上記のように、元々、国際法上の賠償法
理は、国内法上の不法行為法と同様、極めて
理論的な法分野であり、学説を中心とした理
論研究を行う必要がある。特に、関連概念が
多く、整理が必要である（例えば、損害概念、
一次規則と二次規則の関係、裁判規範と行為
規範など）。この意味で、理論的研究は本研
究の基礎部分を構成する。 
(2) 判例分析。特に国際裁判（国家間裁判）
の判例を詳細に分析する必要がある。上記の
ように、賠償法理の形成期（1920 年代）の判
例を詳細に分析すると同時に、形成に関与し
た裁判官の個別的意見や著書も参照しつつ、
賠償法理の理論的背景を明らかにする。 
(3) ILC の国家責任論の形成過程の分析。上
記のように、ILC の国家責任論における賠償
法理の形成過程を明らかにするために、国家
責任条文の議論背景を起草過程から分析す
る。これは、国際法委員会の委員の発言や議
論状況を丹念に調べることで明らかになる。 
(4) 国際投資仲裁の判例分析。上記のように、
今日の賠償判断の多くは（ほとんどが）国際
投資仲裁において示されている。そこで、賠
償判断を示した主要な投資仲裁例を取り上
げて、判断傾向と賠償判断の基礎的な概念を
見出す作業を行う。また、そこに共通の判断
傾向や判断根拠があるか否かを明らかにす
る。 
 
４．研究成果 
(1) 損害賠償論に関する日本語論文・英語論
文を発表した。特に、国際投資法分野に関し
ては、以前の賠償論の論文を発展させた論文
（精神的損害に関する論文）も公表した。 
(2) 損害賠償論に関して、国内外の学会にお
いて広く報告を行った。また、こうした機会
を利用して、国内外の研究者との間で賠償論
に関する意見交換・議論を行った。 
(3) 賠償判断を行う枠組みとしての裁判論



についても広く論文を執筆し、公表した。特
に、国際投資仲裁における仮保全措置手続に
ついては、数本の論文（英語論文含む）を発
表し、海外学会での報告も行った。国際判例
動向をまとめた上で、仲裁機関における判例
法形成（特に仮保全措置勧告の法的拘束力を
容認する判断）について理論的な分析を行っ
た。この点に関しては、従来の国際裁判の法
理とは異なり、投資仲裁が非常に大胆・積極
的に判例法を形成しており、理論的にも重要
な法発展であると解される。この点について
は、今後さらに判例分析を続け、論文発表・
学会報告を行う予定である。 
(4) 国際投資仲裁における精神的損害賠償
に関する論文を公表した。上記のように、賠
償論の現代的展開を明らかにする上で、投資
法分野で見られる新規の判例動向を分析し、
これを紹介した。なお、今後の判例において
どのような判断が示されるのか注目される。 
(5) 賠償に関する条文規定の分析を行った。
特に FTA（自由貿易協定）上の投資仲裁にお
ける損害賠償規定について原稿を執筆し、公
表した。特に、懲罰的損害賠償を否定する規
定がある点、および原状回復に代わって金銭
賠償で代替可能とする規定が多く含まれて
いる点を明らかにした。こうした傾向は、ILC
の国家責任論における均衡性概念を反映し
たものと解される。この点の分析はほぼ完了
しており、今後の条文上の発展は特にないも
のと考えられる。 
(6) 賠償論の基盤として、国際裁判判例の位
置付けを検討し、「判例法」の内容を明らか
にした。上記のように、賠償論を論じる際に
問題となるのが、どのような裁判機関のどの
ような判例を分析対象とするか、という点で
ある（ICJ の場合は賠償に関する判例がほと
んどなく、投資仲裁には賠償の判例が大量に
存在するため）。この点で、国際法上の「判
例法」の位置付けを明らかにする必要があっ
た。国際学会において「判例法」に関する報
告を行ったが、この点については、後日英語
論文を執筆する予定である。 
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